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研究ノート

第
二
節

労
使
協
議
会

朴
正
照
政
権
は
輸
出
指
向
の
工
業
化
を
推
進
し
な
が
ら
も
、
七

0
年
代

に
は
重
化
学
工
業
部
門
を
戦
略
産
業
と
位
置
づ
け
、
そ
の
強
力
な
育
成
政

策
を
展
開
し
た
。
重
化
学
工
業
化
を
通
じ
「
財
閥
」
と
呼
ば
れ
る
民
族
資

本
は
急
成
長
を
遂
げ
、
近
代
的
設
備
を
有
す
る
大
規
模
事
業
体
を
数
多
く

創
出
し
て
き
た
。
こ
の
大
規
模
化
に
と
も
な
い
、
企
業
レ
ヴ
ェ
ル
の
労
働

統
制
、
と
り
わ
け
労
使
紛
争
の
防
止
と
生
産
性
の
向
上
を
は
か
る
こ
と
が

企
業
経
営
者
に
と
ど
ま
ら
ず
、
政
府
に
と
っ
て
も
重
要
な
課
題
と
な
っ
て

き
た
。
重
化
学
工
業
を
牽
引
す
る
財
閥
系
企
業
が
労
働
者
の
要
求
や
不
満

の
処
理
を
誤
ま
り
労
使
紛
争
を
頻
発
さ
せ
た
り
長
期
化
さ
せ
た
り
す
る
の

で
あ
れ
ば
、
か
か
る
事
態
は
社
会
不
安
と
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
政
府
の
開

発
計
画
を
頓
挫
さ
せ
か
ね
な
い
か
ら
で
も
あ
る
。

大
企
業
の
数
自
体
は
少
な
い
と
は
言
え
、
産
業
全
体
に
お
け
る
そ
の
従

業
員
数
比
率
は
決
し
て
小
さ
く
は
な
い
。
こ
れ
ら
大
企
業
が
抱
え
る
労
使

問
題
は
、
経
済
発
展
に
と
も
な
い
そ
の
政
治
的
・
社
会
的
重
要
性
を
増
し

て
き
で
い
る
。
朴
政
権
は
七

0
年
代
に
重
化
学
工
業
化
を
む
か
え
、
よ
り

一
層
労
働
運
動
を
引
き
締
め
る
一
方
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
大
企
業
を
主
た

る
対
象
と
し
た
新
し
い
労
働
政
策
を
展
開
し
て
き
た
。
そ
の
労
働
政
策
は
、

社
会
不
安
を
排
す
る
治
安
維
持
の
観
点
に
と
ど
ま
ら
ず
、
経
済
開
発
の
推

進
に
好
ま
し
い
「
労
使
協
力
体
制
」
構
築
を
も
う
一
つ
の
観
点
と
し
て
あ

わ
せ
も
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
れ
は
、
従
来
の
抑
圧
的
・
介
入
的
な
労
働

統
制
の
限
界
か
ら
、
企
業
の
労
務
管
理
に
合
理
化
i
歪
み
を
と
も
な
っ
た

が
l
を
促
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。
七

0
年
代
半
ば
か
ら
の
政
府
の
労
働
統

制
の
変
化
に
つ
い
て
、
本
節
で
は
企
業
レ
ヴ
ェ
ル
の
労
使
協
議
会
を
、
次

節
で
は
工
業
労
働
者
の
経
済
的
動
員
と
分
配
問
題
へ
の
対
応
を
取
り
扱
う

こ
ト
」
炉
』
占
9
ヲ
匂
。
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て

発

端

一
九
七
一
年
一
二
月
に
国
家
保
衛
法
が
施
行
さ
れ
て
、
労
働
組
合
の
団

体
行
動
に
と
ど
ま
ら
ず
、
団
体
交
渉
ま
で
も
が
政
府
の
統
制
下
に
お
か
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
保
衛
法
の
規
定
で
は
、
団
体
交
渉
権
の
行
使
に
際
し
、

予
め
労
使
当
事
者
は
主
務
官
庁
に
調
整
申
請
を
し
そ
の
決
定
に
従
わ
ね
ば

な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
だ
が
、
労
働
庁
は
保
衛
法
の
実
施
段
階
に
お
い
て
、

「
労
使
対
話
で
団
体
交
渉
が
解
決
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を

阻
む
必
要
が
な
い
」
(
但
し
「
主
務
官
庁
に
調
整
申
請
手
続
き
は
踏
ま
ね
ば

な
ら
ぬ
」
と
も
付
け
加
え
て
い
る
)
と
し
て
、
「
労
使
対
話
」
を
勧
奨
し
て

(2} 

い
た
。
こ
の
「
労
使
対
話
」
は
、
行
政
官
庁
に
よ
る
団
体
交
渉
の
調
整
決

定
を
補
う
た
め
の
当
事
者
間
の
事
前
協
議
に
す
ぎ
ず
、
団
体
交
渉
そ
の
も



朴正照維進体制と労働統制の展開(3)

の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
労
働
庁
の
勧
奨
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
的
に
暖

昧
な
「
労
使
対
話
」
は
順
調
な
進
展
を
み
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

保
衛
法
が
労
使
関
係
に
お
け
る
労
働
組
合
の
地
位
を
著
し
く
損
な
っ
た

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
「
一
部
の
企
業
主
が
措
置
法
〔
保
衛
法
を
指
す
〕

第
九
条
一
項
を
理
由
に
労
使
協
議
に
応
じ
な
い
事
態
が
現
わ
れ
、
ま
た
一

部
の
悪
徳
企
業
が
勤
労
者
の
団
体
交
渉
権
規
制
を
機
会
に
労
使
対
話
を
拒

否
す
る
だ
け
で
な
く
、
不
当
解
雇
・
団
体
協
約
不
履
行
等
の
横
暴
を
働
ら

く
」
こ
と
は
起
こ
る
べ
く
し
て
起
き
た
事
態
で
あ
る
。
一
九
七
二
年
一
月

の
年
頭
巡
視
の
折
り
に
朴
正
照
大
統
領
は
、
「
国
家
保
衛
法
が
過
激
な
争
議

を
規
制
す
る
よ
う
に
し
た
こ
と
に
か
こ
つ
け
て
、
企
業
主
が
不
当
に
勤
労

者
の
権
益
を
侵
害
し
労
働
環
境
の
改
善
を
等
閑
視
す
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

こ
れ
を
優
先
的
に
取
り
締
ま
れ
L

と
指
示
し
て
い
る
。
こ
の
指
示
に
先
立

っ
て
、
慶
尚
北
道
は
、
事
業
場
及
び
関
係
機
関
に
「
国
家
非
常
事
態
に
応

じ
た
労
使
協
調
及
び
労
働
争
議
」
と
い
う
行
政
指
針
を
伝
え
て
い
る
。
そ

の
内
容
は
、
一
部
事
業
場
で
は
今
も
っ
て
労
使
間
の
協
調
欠
知
で
勤
労
者

と
事
業
主
の
生
産
意
欲
を
低
下
さ
せ
、
社
会
不
安
を
惹
起
さ
せ
て
い
る
と

憂
慮
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
解
決
方
法
と
し
て
労
使
協
議
会
を
早
速
に
設

置
二
申
告
す
る
よ
う
に
せ
よ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

労
働
組
合
の
交
渉
力
が
弱
め
ら
れ
た
保
衛
法
下
に
お
い
て
「
労
使
対
話
」

を
勧
奨
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
政
府
は
労
使
協
議
制
を
強
化
す
る
新
た
な
措

置
を
と
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
一
九
七
四
年
一
月
に
労
働
庁
は
、
全
国

の
市
・
道
に
「
労
使
協
議
会
規
程
(
準
則
)
」
を
示
達
し
、
労
使
協
議
会
を

労
組
あ
る
事
業
場
に
優
先
的
に
設
置
し
て
、
ハ
門
生
産
実
績
に
対
す
る
分
析

と
生
産
計
画
、

M
H
成
果
の
公
正
な
分
配
、
同
作
業
環
境
改
善
、
岡
従
業
員

の
不
満
処
理
な
ど
、
産
業
平
和
の
た
め
の
当
面
問
題
を
協
議
し
、
一
次
的

に
解
決
す
る
よ
う
に
と
し
て
い
る
。
こ
の
示
達
は
、
政
府
が
労
使
協
議
会

に
本
格
的
に
取
り
組
み
始
め
た
こ
と
を
し
る
す
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ

の
政
策
が
さ
ら
に
進
展
を
み
る
に
は
、
も
う
少
し
時
を
待
つ
こ
と
に
な
る
。

労
使
協
議
会
は
、
保
衛
法
に
よ
る
労
組
の
萎
縮
が
も
た
ら
し
た
労
使
関

係
の
間
隙
を
取
り
繕
う
も
の
と
し
て
政
府
に
期
待
さ
れ
た
こ
と
が
そ
の
発

端
で
あ
る
。
そ
の
た
め
労
使
協
議
会
が
「
闘
争
的
労
使
関
係
の
制
約
の
反

対
給
付
」
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
労
使
協
議
会
が
保
衛
法
の
「
反
対
給

付
」
で
あ
る
に
せ
よ
、
政
府
自
身
が
ま
が
り
な
り
に
も
労
使
協
議
会
を
奨

励
す
る
以
上
、
そ
の
政
策
に
は
抑
圧
的
・
介
入
的
な
労
働
統
制
の
限
界
に

対
す
る
認
識
が
少
し
で
あ
れ
含
ま
れ
て
い
た
と
み
れ
よ
う
。
こ
の
限
界
に

つ
い
て
さ
ら
に
言
え
ば
、
一
九
七
四
、
七
五
年
に
か
け
て
調
整
決
定
に
対

す
る
行
政
負
担
の
限
界
か
ら
だ
け
で
な
く
、
労
使
関
係
の
悪
化
に
よ
る
社

会
不
安
の
憂
慮
か
ら
も
強
く
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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労
使
協
議
会
が
法
令
に
初
め
て
現
わ
れ
た
の
は
、
一
九
六
三
年
改
訂
の

労
働
組
合
法
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
の
規
定
は
、
「
使
用
者
と
労
働
組
合
は

労
使
協
助
を
期
し
、
産
業
平
和
を
維
持
す
る
為
労
使
協
議
会
を
設
置
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
極
め
て
簡
単
な
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ

の
後
の
政
府
の
取
り
組
み
と
し
て
は
、
一
九
六
六
年
に
労
働
庁
が
労
総
、

大
韓
商
議
、
全
国
経
済
人
連
合
会
、
韓
国
生
産
性
本
部
と
と
も
に
「
労
使

協
助
造
成
合
同
研
究
委
員
会
」
を
設
置
し
労
使
協
議
制
の
研
究
を
始
め
た

こ
と
、
一
九
六
九
年
に
経
済
企
画
院
が
生
産
性
本
部
、
全
国
経
済
人
連
合

会
、
労
総
の
三
者
か
ら
な
る
「
労
使
協
助
懇
談
会
」
を
設
置
し
た
こ
と
が

(9) 

あ
げ
ら
れ
る
に
と
ど
ま
る
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
は
と
も
か
く
、
既
に
み
た

よ
う
に
保
衛
法
が
労
使
協
議
制
に
政
府
を
取
り
組
ま
せ
る
重
要
な
一
つ
の

契
機
を
な
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
た
と
え
ば
、
保
衛
法
公
布
後
の
数
年

の
聞
に
、
労
働
組
合
法
中
の
労
使
協
議
会
に
関
す
る
規
定
が
再
三
改
訂
さ

れ
て
い
る
。
一
九
七
三
年
三
月
に
は
、
労
使
協
議
会
の
設
置
目
的
が
「
生

産
性
の
向
上
」
に
書
き
あ
ら
た
め
ら
れ
、
協
議
内
容
も
「
労
働
協
約
ま
た

は
就
業
規
則
の
範
囲
内
で
生
産
、
教
育
、
訓
練
、
作
業
環
境
、
苦
情
処
理
、

(
労
使
)
協
議
会
の
運
営
な
ど
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
協
議
す
る
」
と

明
記
さ
れ
た
。
翌
年
二
一
月
に
は
、
そ
の
協
議
内
容
に
「
労
使
紛
糾
の
予

防
」
が
追
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
改
訂
は
政
府
に
よ
る
取
り
組
み
が

よ
う
や
く
動
き
始
め
た
こ
と
を
示
し
は
し
て
も
、
実
質
的
に
は
法
律
上
の

単
な
る
字
句
修
正
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
ら
の
改
訂
作
業
と
は
異
な
り
、

九
七
五
年
四
月
の
労
働
組
合
法
施
行
令
の
改
訂
は
、
前
年
一
月
の
「
労
使

協
議
会
規
程
」
に
比
べ
形
式
的
に
も
内
容
的
に
も
よ
り
レ
ヴ
ェ
ル
・
ア
ッ

プ
さ
れ
て
お
り
、
労
使
協
議
会
の
展
開
に
お
け
る
一
つ
の
画
期
点
を
な
す

も
の
で
あ
っ
た
。
以
下
で
は
、
こ
の
施
行
令
改
訂
に
至
る
背
景
と
し
て
、

労
使
協
議
会
の
推
進
を
避
け
難
く
し
た
経
済
社
会
状
況
に
つ
い
て
み
て
お

く
こ
と
に
す
る
。
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一
九
七
三
年
一
一
月
の
石
油
危
機
に
よ
っ
て
、
韓
国
経
済
は
不
況
と
イ

ン
フ
レ
の
深
刻
な
状
態
に
陥
っ
た
。
輸
出
の
不
振
に
よ
る
経
済
活
動
の
停

迷
、
石
油
価
格
の
値
上
げ
に
よ
る
物
価
の
急
激
な
上
昇
、
い
ず
れ
も
国
民

生
活
を
脅
か
さ
ず
に
は
お
か
な
い
。
政
府
は
、
一
九
七
四
年
一
月
に
「
国

民
生
活
を
早
急
に
安
定
さ
せ
国
民
経
済
の
危
機
を
克
服
す
る
た
め
」
、
緊
急

措
置
三
号
(
「
国
民
生
活
安
定
の
た
め
の
緊
急
措
置
」
)
を
宣
布
し
た
の
で

あ
る
。
こ
の
緊
急
措
置
は
、
低
所
得
層
の
税
負
担
軽
減
の
他
に
、
「
賃
金
の

優
先
弁
済
制
度
を
新
設
施
行
し
、
賃
金
延
滞
、
不
当
解
雇
お
よ
び
勤
労
条

件
の
悪
化
を
防
止
す
る
た
め
に
、
悪
徳
企
業
家
に
対
し
て
は
加
重
処
罰
で

き
る
よ
う
措
置
」
す
る
こ
と
を
内
容
と
し
て
い
る
。
経
済
不
況
を
背
景
と

す
る
賃
金
未
払
い
や
解
雇
、
団
体
協
約
不
履
行
な
ど
の
労
働
者
の
権
益
侵

害
に
、
政
府
は
緊
急
的
に
対
処
す
る
こ
と
を
迫
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
保
衛

法
に
よ
っ
て
労
働
組
合
の
活
動
が
規
制
さ
れ
労
使
聞
の
自
律
的
な
解
決
機
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能
が
弱
め
ら
れ
て
い
る
だ
け
に
、
か
か
る
事
態
の
も
と
で
は
政
府
の
新
た

な
措
置
が
必
要
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
一
九
七
四
年
九
月
に
、
崖
杜
烈

労
働
庁
長
は
、
「
国
内
外
の
需
要
減
少
に
応
じ
た
景
気
不
況
で
操
業
短
縮
、

解
雇
ま
た
は
休
廃
業
が
頻
繁
で
あ
り
、
社
会
不
安
要
因
に
腐
刻
さ
れ
る
こ

と
が
憂
慮
さ
れ
る
」
と
し
て
、
「
労
使
協
議
会
の
設
置
を
強
化
、
対
話
を
通

じ
て
勤
労
者
の
不
平
不
満
を
解
消
す
る
よ
う
に
し
て
、
労
働
組
合
な
き
事

業
所
に
も
労
使
協
議
会
設
置
を
勧
奨
す
る
よ
う
に
指
示
し
た
」
。
労
働
庁

は
社
会
不
安
の
憂
慮
か
ら
、
労
使
協
議
会
の
設
置
指
導
を
強
化
、
そ
の
対

象
を
労
組
な
き
事
業
所
に
ま
で
広
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
こ
の
指
示
の
数
日
後
に
、
労
働
庁
長
の
憂
慮
は
現
実
の
も
の
と
な
っ

て
し
ま
っ
た
。
現
代
財
閥
系
列
の
現
代
造
船
所
に
お
い
て
従
業
員
約
二
五

0
0名
の
暴
動
が
発
生
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
暴
動
は
、
ま
さ
に
緒
に
つ

い
た
ば
か
り
の
重
工
業
を
担
う
中
心
部
に
お
い
て
発
生
し
た
も
の
で
あ
り
、

一
企
業
の
労
使
紛
争
に
と
ど
ま
ら
な
い
重
大
性
を
有
し
て
い
明

現
代
造
船
所
に
お
け
る
暴
動
の
発
生
は
、
第
一
次
的
に
は
会
社
が
技
能

工
(
こ
こ
で
は
生
産
職
労
働
者
と
同
義
で
あ
る
)
の
社
員
身
分
を
一
方
的

に
下
請
身
分
に
降
下
さ
せ
た
こ
と
に
原
因
が
あ
る
。
現
代
造
船
所
は
新
規

設
立
の
大
規
模
造
船
所
で
あ
る
こ
と
か
ら
技
能
工
不
足
に
悩
み
、
他
社
の

技
能
工
を
社
員
待
遇
と
い
う
条
件
で
ス
カ
ウ
ト
し
て
き
で
い
た
。
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
会
社
は
、
作
業
能
率
の
向
上
を
理
由
と
し
て
技
能
工
を
無

断
解
雇
し
、
職
場
長
を
業
者
と
す
る
下
請
に
ま
わ
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の

結
果
、
技
能
工
は
会
社
と
の
契
約
関
係
を
失
い
、
社
員
で
あ
れ
ば
享
受
し

え
る
有
給
休
暇
、
ボ
ー
ナ
ス
、
昇
給
な
ど
を
受
け
れ
な
く
な
っ
た
。
こ
の

よ
う
な
会
社
の
横
暴
な
労
務
管
理
に
対
す
る
技
能
工
の
抗
議
が
暴
動
へ
の

発
端
に
な
っ
て
い
る
。
労
働
組
合
の
結
成
が
会
社
に
よ
っ
て
思
避
さ
れ
て

い
る
た
め
に
、
彼
ら
の
抗
議
を
労
使
交
渉
の
制
度
を
通
じ
て
処
理
す
る
こ

と
が
で
き
ず
、
抗
議
は
そ
の
日
の
内
に
暴
動
へ
と
発
展
し
た
の
で
あ
る
。

加
え
て
、
一
九
七
四
年
に
入
っ
て
三

O
余
名
の
死
亡
者
と
八
四
一
名
の
重

傷
者
が
で
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
古
車
一
台
の
救
急
車
、
医
師
一
名
、

加
え
て
委
託
病
院
が
二
二
キ
ロ
も
離
れ
て
い
る
と
い
っ
た
医
療
施
設
の
貧

困
な
ど
が
、
技
能
工
の
聞
に
寸
我
々
は
大
企
業
主
の
道
具
と
さ
れ
て
い
る
。

人
間
的
な
待
遇
を
受
け
た
い
」
と
の
不
信
と
反
感
を
強
い
も
の
に
し
て
い

た
事
情
も
見
逃
せ
な
い
。
暴
動
は
一
中
夜
続
き
、
約
二
五

O
O名
の
技
能

工
ら
は
工
場
の
破
壊
と
放
火
を
、
さ
ら
に
出
動
し
た
警
官
隊
と
の
乱
闘
ま

で
く
り
ひ
ろ
げ
た
。

崖
労
働
庁
長
は
、
暴
動
の
原
因
を
「
労
使
対
話
」
機
構
の
不
在
に
求
め
乃

て
、
「
今
後
工
業
団
地
、
大
規
模
事
業
所
、
工
場
密
集
地
域
等
に
労
使
協
議
)

会
を
設
置
、
対
話
を
通
じ
て
紛
糾
を
予
防
す
る
一
方
針
を
強
調
し
て
い
る
。
川

こ
の
年
の
一
一
一
月
に
労
働
組
合
法
中
の
労
使
協
議
会
の
規
定
に
「
労
使
紛
お

糾
の
予
防
L

が
追
加
さ
れ
、
翌
七
五
年
四
月
に
同
法
施
行
令
中
に
労
使
協
枇
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議
会
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
規
定
が
新
設
さ
れ
た
経
緯
も
、
こ
の
暴

動
事
件
と
の
関
連
に
お
い
て
理
解
で
き
よ
う
。
と
も
あ
れ
一
九
七
四
年
か

ら
七
五
年
に
か
け
て
政
府
内
部
に
お
い
て
労
使
紛
争
に
よ
る
社
会
不
安
を

憂
慮
す
る
認
識
が
強
ま
り
、
そ
の
対
応
と
し
て
労
使
協
議
会
の
設
置
が
本

格
化
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
設
置
の
対
象
が
当
初
労
組
あ
る
事
業
場
で
あ

っ
た
の
が
、
労
組
な
き
事
業
場
に
も
拡
げ
ら
れ
、
現
代
造
船
所
で
の
暴
動

を
経
て
工
業
団
地
、
大
規
模
事
業
所
、
工
場
密
集
地
な
ど
具
体
的
に
対
象

が
絞
ら
れ
た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
認
識
に
も
と
づ
く
対
応
に
沿
っ
た
展
開

で
あ
っ
た
と
み
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
労
使
交
渉
を
官
僚
的
統
制
の
も
と

に
お
く
調
整
決
定
の
作
業
補
助
の
必
要
に
と
ど
ま
ら
ず
、
労
使
紛
争
の
発

生
に
脆
弱
な
企
業
に
お
け
る
「
労
使
対
話
」
の
必
要
か
ら
も
労
使
協
議
会

(
日
)

の
設
置
が
指
導
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

労
使
協
議
会
の
展
開
過
程
を
み
る
の
で
あ
れ
ば
、
政
府
の
推
進
に
対
す

る
企
業
経
営
者
側
の
反
応
も
み
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
企
業
経
営
者
は
労

使
協
議
会
に
余
り
積
極
的
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
が
保
衛
法
に
よ
っ
て

封
じ
ら
れ
た
労
働
運
動
の
足
が
か
り
と
な
る
こ
と
を
警
戒
し
て
い
た
の
で

は
な
い
か
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
点
を
立
ち
入
っ
て
論
じ
る
だ
け
の
資
料
は

入
手
し
え
な
か
っ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
韓
国
経
営
者
(
総
)
協
会
の
見
解

を
二
つ
だ
け
取
り
上
げ
簡
単
に
述
べ
る
に
と
ど
め
た
い
。
労
使
協
議
会
設

置
の
た
め
の
労
働
組
合
法
施
行
令
改
正
案
に
対
し
て
企
業
経
営
者
か
ら
、

従
業
員
代
表
の
身
分
・
職
位
保
障
が
な
け
れ
ば
従
業
員
代
表
の
選
定
は
難

し
い
と
の
声
が
あ
が
っ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
韓
国
経
営
者
協
会
は

「
労
使
協
議
会
の
性
格
が
労
使
間
の
労
働
運
動
よ
り
は
団
体
協
約
や
就
業

規
則
の
範
囲
内
で
生
産
、
教
育
訓
練
、
作
業
安
全
に
対
す
る
労
使
聞
の
不

満
を
処
理
す
る
た
め
の
機
構
で
〔
あ
る
以
上
〕
、
〔
労
使
協
議
会
の
〕
従
業

(
凶
)

員
代
表
も
労
働
運
動
の
た
め
の
代
表
で
は
な
い
」
と
し
て
、
身
分
・
職
位

保
障
に
は
消
極
的
な
反
応
を
み
せ
て
い
る
。
団
体
交
渉
と
労
使
協
議
会
と

を
区
分
す
る
こ
と
自
体
は
労
働
組
合
法
に
準
じ
た
原
則
論
で
あ
る
が
、
こ

の
原
則
論
に
固
執
す
る
と
こ
ろ
に
労
使
協
議
会
が
労
組
の
活
性
化
に
つ
な

が
る
こ
と
を
警
戒
す
る
韓
国
経
営
者
協
会
を
見
い
出
せ
な
く
も
な
い
。

も
う
一
つ
は
、
そ
の
五
年
後
の
一
九
八

O
年
に
韓
国
経
営
者
総
協
会
が

政
府
に
建
議
し
た
「
労
使
協
議
会
法
制
定
に
対
す
る
意
見
」
で
あ
る
。
そ

こ
で
は
、
「
経
営
と
生
産
に
関
す
る
対
話
が
法
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
る
場

合
、
自
律
性
を
匝
害
し
、
そ
の
硬
直
性
な
ど
で
副
作
用
も
予
想
さ
れ
望
ま

し
く
な
い
。
:
:
:
や
む
を
え
ず
法
制
化
す
る
場
合
に
は
、
極
め
て
慎
重
を

期
さ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
前
置
き
し
た
上
で
、
政
府
へ
の
意
見
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
労
使
協
議
会
と
団
体
交
渉
と
の
区
別
の
明
確
化
(
例
え
ば
、

従
業
員
代
表
に
お
け
る
労
組
代
表
の
参
与
を
一
定
比
率
内
に
と
ど
め
る
な

ど
て
労
使
協
議
会
に
お
け
る
報
告
・
説
明
事
項
と
協
議
事
項
と
の
区
分
の

明
示
(
労
組
の
経
営
干
渉
を
紡
ぐ
た
め
て
労
使
協
議
会
の
不
合
意
事
項
に
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対
す
る
争
議
行
為
の
禁
止
な
ど
、
労
使
協
議
会
が
労
組
の
活
性
化
に
つ
な

が
る
恐
れ
の
な
い
法
制
化
を
求
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
総
じ
て
企
業
経

営
者
は
、
政
府
が
積
極
的
に
取
り
組
み
始
め
た
労
使
協
議
会
に
対
し
て
は

警
戒
的
で
あ
り
、
消
極
的
で
さ
え
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
政
府
は
「
労
使

対
話
」
の
新
措
置
に
よ
っ
て
労
使
紛
争
の
発
生
を
防
ぐ
こ
と
を
期
待
し
て

い
た
の
に
対
し
て
、
経
営
者
団
体
は
か
か
る
措
置
が
む
し
ろ
労
働
運
動
の

足
が
か
り
を
労
働
組
合
に
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
危
倶

し
て
い
た
と
言
え
よ
う
か
。
労
使
協
議
会
を
め
ぐ
る
政
府
と
経
営
者
団
体

と
の
こ
の
相
違
が
ど
の
程
度
に
ま
で
摩
擦
を
両
者
聞
に
引
き
起
こ
し
て
い

た
の
か
は
知
り
え
な
い
が
、
実
際
に
お
け
る
政
府
の
労
使
協
議
会
推
進
は

実
に
控
え
目
な
も
の
で
あ
っ
た
。

朴正照維進体制と労働統制の展開(3)

三
、
制
度
の
特
徴

労
使
協
議
会
の
制
度
上
の
概
要
を
知
る
に
は
、
一
九
七
五
年
四
月
に
改

訂
さ
れ
た
労
働
組
合
法
施
行
令
を
み
る
の
が
よ
一
官
労
使
協
議
会
に
関
す

る
規
定
を
み
れ
ば
、
付
労
働
組
合
結
成
後
三

O
日
以
内
に
労
使
協
議
会
を

設
置
す
る
こ
と
、
同
組
織
と
運
営
に
関
す
る
事
項
を
設
置
日
か
ら
一
五
日

以
内
に
当
該
事
業
場
所
在
地
域
の
管
轄
官
庁
に
申
告
す
る
こ
と
、
同
労
使

協
議
会
委
員
は
労
使
双
方
五
名
以
内
の
同
数
と
し
、
勤
労
者
側
委
員
は
労

組
代
表
が
委
嘱
す
る
こ
と
、
回
議
長
は
互
選
す
る
こ
と
、
回
毎
分
期
ご
と

に
定
期
会
議
を
開
催
す
る
こ
と
、
例
会
議
録
を
作
成
し
出
席
委
員
全
員
が

署
名
・
捺
印
し
保
管
す
る
こ
と
、
制
開
催
日
か
ら
一
五
日
以
内
に
会
議
結

果
を
管
轄
官
庁
に
報
告
す
る
こ
と
、
内
管
轄
官
庁
が
必
要
で
あ
る
と
認
定

す
る
時
、
ま
た
は
労
使
協
議
会
の
要
請
が
あ
る
時
に
は
、
関
係
公
務
員
を

会
議
に
出
席
さ
せ
意
見
を
陪
陳
述
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

こ
の
施
行
令
上
の
規
定
に
労
使
協
議
会
の
制
度
的
特
徴
を
み
て
お
き
た

い
。
ま
ず
第
一
に
、
労
使
協
議
会
を
推
進
す
る
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
制
度

上
の
不
備
が
少
な
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
労
使
協
議
会
の
法
的
規

定
が
独
自
の
法
律
で
な
く
労
働
組
合
法
の
施
行
令
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
労
使
協
議
会
の
規
定
に
は
罰
則
が
設
け
ら
れ
て
お

ら
ず
、
ま
た
労
組
の
な
い
企
業
で
は
労
使
協
議
会
の
設
置
が
義
務
化
さ
れ

ず
、
た
と
え
設
置
さ
れ
て
も
法
外
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
法
律
上

の
寸
軟
弱
さ
」
が
、
企
業
経
営
者
の
警
戒
心
を
和
ら
げ
る
た
め
の
政
府
の

(
初
)

配
慮
な
の
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
第
二
に
、
勤
労
者
側
委
員
の

選
出
は
労
組
代
表
の
委
嘱
に
よ
る
と
さ
れ
た
よ
う
に
、
労
使
協
議
会
は
既

存
の
労
組
を
排
除
し
た
「
労
使
対
話
」
を
は
か
る
も
の
と
は
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
労
働
争
議
を
封
じ
ら
れ
た
労
組
は
、
企
業
レ
ヴ
ェ

ル
の
労
使
協
議
会
に
お
い
て
生
産
性
向
上
の
協
力
者
と
し
て
き
わ
め
て
変

則
的
に
労
使
交
渉
を
な
す
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。
第
三
に
、
労
使

協
議
会
は
行
政
官
庁
の
統
制
下
に
お
か
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
加
え
て
、
団
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体
交
渉
事
項
の
労
使
交
渉
は
、
行
政
官
庁
の
調
整
決
定
制
度
に
接
続
で
き

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
政
府
は
、
企
業
レ
ヴ
ェ
ル
に
労
使
協
議
会
を
導

入
し
官
僚
的
統
制
の
も
と
に
お
き
、
労
組
の
要
求
と
活
動
を
こ
の
統
制
の

枠
内
に
押
し
止
め
処
理
す
る
こ
と
を
は
か
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
れ
で
は
労
使
協
議
会
の
設
置
状
況
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
事
業
場
単

位
の
労
使
協
議
会
は
、
一
九
七
三
年
に
一

O
六
九
、
七
四
年
に
一
二
五
四

設
置
さ
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
七
五
年
に
入
り
急
増
し
八
九
四

O
に

も
達
し
、
七
八
年
に
は
対
象
事
業
体
一
二
五
四
八
カ
所
の
八
七
・
五
%
に

ま
で
設
置
さ
れ
た
と
さ
れ
桁
↑
ち
な
み
に
一
九
七
八
年
の
全
事
業
体
数

(
調
査
対
象
は
五
人
以
上
の
事
業
倫
一
に
対
す
る
設
置
比
率
は
、
一
八
%

弱
に
な
る
。
こ
れ
は
決
し
て
高
い
数
値
で
は
な
い
が
、
大
企
業
に
限
ら
ず

中
小
企
業
で
も
、
比
率
的
に
は
小
さ
く
と
も
労
使
協
議
会
を
設
置
す
る
企

業
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
と
こ
を
示
し
て
い
る
。
一
九
七
五
年
四
月
に
労

働
組
合
法
施
行
令
が
改
訂
さ
れ
た
こ
と
を
契
機
に
し
て
、
労
使
協
議
会
は

広
範
囲
に
至
ら
ず
と
も
あ
る
程
度
の
範
囲
に
お
い
て
設
置
さ
れ
て
き
た
と

言
え
る
。

七
0
年
代
後
半
に
か
け
て
急
速
に
設
置
さ
れ
て
き
た
労
使
協
議
会
は
、

実
際
ど
の
よ
う
に
運
営
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、
こ
こ
で
は
一
九
八

O
年
九
月
に
宋
允
教
が
全
国
の
主
要
大
企
業
を
対

象
に
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
ピ
、
一
九
八
一
年
に
労
使
関
係
の
良
好

な
大
企
業
を
中
心
に
韓
国
開
発
研
究
院
が
お
こ
な
っ
た
調
査
の
二
つ
を
利

(
お
)

用
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
い
ず
れ
も
調
査
対
象
が
大
企
業
に
限
ら
れ
て
い

る
の
で
、
以
下
の
労
使
協
議
会
の
考
察
か
ら
中
小
企
業
は
当
然
除
外
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
対
象
を
絞
り
込
む
こ
と
は
、
政
府
の
労
働

統
制
が
経
済
の
二
重
構
造
的
特
質
を
与
件
と
し
て
な
さ
れ
る
以
上
、
一
つ

の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
な
り
え
よ
う
。

北法38(2・84)282 

宋
允
教
は
全
国
の
主
要
大
企
業
四

O
Oカ
所
(
鉱
工
業
部
門
)
の
労
務

担
当
実
務
者
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
お
こ
な
い
、
回
収
さ
れ
た
二

O
六
枚

を
最
終
的
に
使
用
し
て
い
お
v

そ
の
二

O
六
金
業
に
み
る
雇
用
規
模
分
布

回答企業の雇用規模別分布

雇 用 規 模 企業数(%)

500人未満 42(20.4) 

500~999人 59(28.6) 

l ， OOO~l ， 999人 62(30.1) 

2，000人以上 43(20.9) 

表-30

[出典] 宋允教、千司叫斗労使協調

体制唄運営実態叶1関電研究」、嶺
南大学校経営大学院修士論文、

95頁。

労働運動の二元化に対する見解

労使協議制中心の一元化 49.5% 

労組中心の一元化 28.6 

現在のような二元化 15.1 

よくわからない 3.4 

無 反 応 2.0 

表一切に同じ、 105頁。

表-31

[出典]



朴正照維進体制と労働統制の展開(3)

は
、
表
|
三

O
の
通
り
で
あ
り
、
そ
の
内
労
働
組
合
の
あ
る
企
業
は
七
三
・

八
%
、
労
使
協
議
会
の
あ
る
企
業
は
八
八
・
三
%
と
な
っ
て
い
る
。
労
使

協
議
会
に
対
す
る
こ
れ
ら
企
業
の
認
識
を
み
る
な
ら
ば
、
積
極
的
あ
る
い

は
肯
定
的
に
評
価
す
る
傾
向
が
か
な
り
の
程
度
あ
る
。
「
労
働
運
動
の
二
元

化
に
対
す
る
見
解
」
(
表
三
二
で
は
、
労
使
協
議
会
を
と
り
や
め
た
「
労

組
中
心
の
一
元
化
L

を
望
む
応
答
が
二
八
・
六
%
あ
る
が
、
六
四
・
六
%

の
企
業
が
少
な
く
と
も
労
使
協
議
会
の
存
続
を
支
持
し
た
応
答
を
し
て
い

る
。
だ
が
、
積
極
的
な
評
価
と
み
れ
る
「
労
使
協
議
制
中
心
の
一
元
化
」

の
応
答
は
労
使
協
議
会
を
も
っ
て
労
組
に
代
用
さ
せ
よ
う
と
す
る
労
組
に

否
定
的
な
見
解
で
あ
る
と
も
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
労
使
協
議
会
存
続
の

支
持
を
も
っ
て
直
ち
に
労
働
運
動
に
対
す
る
企
業
の
好
意
的
反
応
と
み
な

す
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
れ
で
は
企
業
は
労
使
協
議
会
に
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ん
で
い
る
の
か
。

こ
の
点
を
み
る
に
あ
た
っ
て
は
、
回
答
の
あ
っ
た
二

O
六
企
業
に
お
け
る

労
組
組
織
比
率
が
七
割
を
越
え
て
い
た
こ
と
に
留
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら

な
い
。
労
使
協
議
会
の
設
立
発
起
を
み
る
と
(
表
三
二
)
、
労
組
(
従
業

員
)
あ
る
い
は
経
営
者
に
よ
る
単
独
発
起
は
少
な
く
、
労
使
共
同
に
よ
る

か
行
政
官
庁
の
指
示
に
よ
る
設
立
が
多
い
。
行
政
官
庁
の
指
示
の
場
合
が

多
い
の
は
、
ま
さ
に
政
府
が
企
業
(
こ
こ
で
は
大
企
業
)
の
労
使
協
議
会

の
設
置
を
熱
心
に
指
導
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
か
く
し
て
設
置
さ

れ
た
労
使
協
議
会
の
所
在
を
み
る
と
(
表
l
一
二
三
)
、
本
社
に
の
み
設
置
し

て
い
る
と
応
答
し
た
企
業
が
三
四
・
六
%
も
あ
り
、
普
及
過
程
に
お
け
る

問
題
点
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
支
社
(
工
場
)
に
設
置
し
て
い
る

企
業
は
六
二
・
一
%
に
達
し
て
お
り
、
生
産
現
場
に
お
け
る
寸
労
使
対
話
」

を
必
要
で
あ
る
と
す
る
企
業
は
少
な
く
は
な
い
。
そ
の
実
施
基
準
を
み
る

と
(
表
|
三
四
)
、
随
時
実
施
と
い
う
不
安
定
な
労
使
協
議
会
が
三
割
弱
も

あ
る
が
、
そ
の
残
り
の
労
使
協
議
会
は
少
な
く
と
も
三
カ
月
に
一
回
は
定

労使協議会の設立発起

労使共同 42.9% 

労組(従業員) 6.6 

経 営 者 12.1 

行政官庁の指示 33.5 

そ の 他 0.5 

無 応 答 4.4 

表-32

[備考] 労使協議会の設置企業

数は182である。

[出典] 表 30に同じ、 111頁。

労使協議機構の所在別現況表-33

る

本社、支社(工場)別に全てある

他

[出典]

あみのつキ土本

本社にはなく支社(工場)別にのみある

の

表-30に同じ、 112頁。
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期
的
に
開
催
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
多
く
の
労
使
協
議
会
は
、
そ
の
開

催
頻
度
の
限
り
で
は
、
不
活
発
で
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
こ
の
点
は
、

調
査
の
回
答
企
業
二

O
六
社
に
お
い
て
は
労
組
の
組
織
比
率
が
か
な
り
高

か
っ
た
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
労
使
協
議
会
の
従
業

員
側
委
員
の
選
出
方
法
(
表
|
三
五
)
に
も
、
こ
の
よ
う
な
事
情
が
反
映

さ
れ
て
い
る
。
「
労
組
の
指
名
」
と
「
労
組
役
員
の
兼
任
」
と
を
合
わ
せ
た

選
出
方
法
は
六
割
を
越
え
て
い
る
。
「
投
票
で
選
出
」
す
る
の
は
、
労
組
の

な
い
企
業
で
あ
る
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
「
会
社
代
表
が
委
嘱
」
す

る
の
は
五
・
五
%
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
の
場
合
に
は
労
使
協
議
会
は
経
営

者
の
単
な
る
上
意
下
達
機
関
と
な
っ
て
い
よ
う
。

研究ノート

定期労使協議会の実施基準

毎月実施している 37.9% 

隔月で実施している 5.5 

毎分期実施している 23.6 

定期的に実施せず協議事項 28.6 
ある時のみ随時実施する

そ の 他 0.5 

無 応 主Zコ主 3.8 

表-34

表-30に同じ、 122頁。

従業員側委員の選出方法

労組で指名 34.1% 

投票で選出 22.0 

会社代表が委嘱 5.5 

労組役員の兼任 27.5 

そ の 他 8.2 

無 応 答 2.2 

[出典]

表-35

労
使
協
議
会
が
実
際
の
労
使
関
係
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た

し
て
い
た
の
か
を
論
じ
る
に
は
、
労
使
協
議
会
の
協
議
事
項
を
み
て
み
る

必
要
が
あ
る
。
表
l
三
六
は
、
労
使
協
議
会
で
取
り
扱
わ
れ
る
一

O
の
事

項
か
ら
重
要
な
も
の
を
三
つ
、
労
務
管
理
実
務
者
に
選
択
し
て
も
ら
っ
た

結
果
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
「
賃
金
・
そ
の
他
勤
労
条
件
」
、
「
作
業
環
境
・

福
祉
厚
生
」
の
各
々
は
七
割
以
上
の
企
業
に
よ
っ
て
重
要
と
さ
れ
て
お
り
、

生
産
及
び
作
業
関
連
事
項
(
「
工
場
セ
マ
ウ
ル
運
動
」
も
一
部
含
め
ら
れ
ょ

う
か
)
が
そ
れ
ら
に
次
い
で
い
る
。
経
営
参
加
に
関
す
る
事
項
は
さ
ほ
ど

表-30に同じ、 118頁。

労使協議会で取り扱われる事項

経営方針と会社の業績等 52(28.6%) 
経営内容に関する事項

生産計画に関する事項 20(11.0) 

作業計画に関する事項 20(11.0) 

人事関係事項・教育訓練 23(12.6) 

作業環境・福祉厚生 128(70.3) 

生産性向上に関する事項 75(41.2) 

成 果 の 自己 分 9( 4.9) 

不満(苦情)の処理 61(33.5) 

賃金・その他勤労条件 144 (79.1) 

工場セマウル運動 29(15.9) 

そ の 他 2( 1.1) 

総 計 563 

[出典]

表-36

北法38(2・86)284 

[備考] 1 括孤内の百分率は、労使協議会
のある企業数182に対する選択企業数の
比率である。

2. 総計が563であるのは、四つ以上選択し
た実務者が、いたためとみられる。

[出典] 表 30に同じ、 131頁より作成。



朴正照維進体制と労働統制の展開(3)

重
視
さ
れ
て
い
ず
、
し
か
も
た
と
え
な
さ
れ
て
も
労
使
聞
の
協
議
で
は
な

く
経
営
者
側
に
よ
る
一
方
的
な
報
告
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
生
産
性
向
上
の

「
成
果
の
配
分
」
が
殆
ど
全
く
重
視
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
そ
れ
が
他
の

事
項
の
な
か
で
取
り
扱
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
な
の
か
ど
う
か
は
明

ら
か
に
し
え
な
い
。
労
使
協
議
会
と
は
、
保
衛
法
に
よ
っ
て
全
面
的
な
制

約
を
受
け
た
労
組
に
、
生
産
性
向
上
の
協
力
者
で
あ
る
こ
と
を
求
め
た
上

で
労
使
交
渉
の
機
会
を
定
期
的
に
提
供
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は

使
用
者
に
対
し
て
著
し
く
不
利
な
地
位
に
と
ど
め
お
か
れ
た
と
は
言
え
、

労
組
は
活
動
の
機
会
を
制
度
的
に
保
障
さ
れ
た
だ
け
抑
え
ら
れ
た
活
動
の

排
け
口
を
見
い
出
し
た
の
で
あ
る
。

労
使
協
議
会
に
労
組
(
従
業
員
)
を
誘
導
す
る
に
は
、
そ
の
協
議
事
項

の
範
囲
と
と
と
も
に
労
使
対
立
の
処
理
い
か
ん
が
重
要
で
あ
る
。
労
使
協

議
会
に
お
い
て
解
決
さ
れ
な
い
事
項
の
処
理
方
法
を
み
た
の
が
表
l
三
七

で
あ
る
。
こ
の
表
に
み
る
限
り
で
は
、
解
決
が
容
易
で
な
い
事
項
で
も
「
最

後
ま
で
協
議
し
て
解
決
す
る
L

姿
勢
を
と
る
企
業
が
半
分
程
を
占
め
て
い

る
。
労
使
協
議
会
が
決
裂
し
た
場
合
の
処
理
方
法
と
し
て
は
、
「
行
政
庁
に

調
整
申
請
L

を
な
す
と
の
応
答
が
一
七
・
六
%
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点

は
、
労
使
協
議
会
で
な
さ
れ
る
「
労
使
対
話
」
が
行
政
官
庁
の
調
整
決
定

制
度
に
接
続
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
ま
た
決
裂
後
に
「
団

体
交
渉
に
移
管
」
(
八
・
八
%
)
さ
れ
て
も
、
実
質
的
に
は
「
行
政
庁
に
調

整
申
請
」
す
る
場
合
と
変
わ
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
一
方
的
に
「
協
議

を
中
断
し
て
や
め
る
」
企
業
は
、
こ
の
表
で
は
少
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

労
使
協
議
会
に
お
け
る
調
整
決
定
と
の
接
続
面
が
指
摘
さ
れ
た
が
、
官

僚
統
制
に
つ
い
て
さ
ら
に
み
て
お
き
た
い
。
労
働
組
合
法
施
行
令
に
は
、

関
係
公
務
員
の
意
見
陳
述
と
会
議
結
果
の
管
轄
官
庁
へ
の
報
告
義
務
(
一

五
日
以
内
)
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
労
使
協
議
会
運
営
へ
の
関
係
公

務
員
の
立
会
指
導
実
績
(
表
1

三
八
)
を
み
る
と
、
七
割
以
上
が
「
指
導

を
受
け
た
こ
と
が
な
い
」
と
応
答
し
て
い
る
。
ま
た
指
導
を
受
げ
て
も
、

労使協議会で解決されない事項の処理

協議を中断してやめている 4.4% 

行政庁に調整申請 17.6 

最後まで協議して解決する 51.1 

団体交渉に移管 8.8 

そ の 他 13.2 

無 応 答 4.9 

表-37

表-30に同じ、 132頁。[出典]

関係公務員の立会指導実績

指導を受け効果が良い 9.3% 

指導を受けたが効果がない 7.1 

指導を受けたが結果が良くない 1.1 

指導を受けたことがない 74.7 

そ の 他 3.3 

無 応 答 4.4 

[出典] 表-30に同じ、 129頁。
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15日以内に報告している 37.4% 

期間は遵守しないが直ちに報告する 15.9 

報告する時もあり、しない時もある 33.0 

全く報告していない 8.8 

無 応 主E主3 4.9 

企
業
側
の
そ
の
評
価
は
良
し
悪
し
半

分
ず
っ
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

会議結果の行政庁への報告

表-30に同じ、 127頁。

会
議
結
果
の
報
告
(
表
l
三
九
)
で

は
、
期
限
を
遵
守
し
な
い
企
業
も
含

め
半
数
程
の
企
業
が
必
ず
報
告
す
る

と
し
て
い
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

報
告
義
務
は
か
な
り
ル
ー
ズ
に
し
か

守
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
労

使
協
議
会
の
設
置
奨
励
に
行
政
官
庁

が
積
極
的
な
姿
勢
を
み
せ
た
の
と
は

異
な
り
、
そ
の
運
営
面
で
の
監
督
、

介
入
は
概
し
て
消
極
的
で
厳
格
な
も

の
で
は
な
い
と
み
ら
れ
る
。
こ
こ
で

あ
ら
た
め
て
言
及
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
労
使
協
議
会
が
労
組
(
従
業
員
)

の
要
求
処
理
に
失
敗
し
労
使
対
立
状
態
が
「
集
団
紛
糾
」
に
ま
で
悪
化
し

た
の
で
あ
れ
ば
、
治
安
当
局
が
出
動
す
る
こ
と
に
な
る
。

宋
允
教
の
調
査
結
果
に
依
拠
し
て
、
労
使
協
議
会
の
実
態
を
概
観
す
る

こ
と
に
努
め
て
き
た
。
但
し
、
そ
の
調
査
対
象
は
大
企
業
に
限
ら
れ
、
し

か
も
回
答
の
あ
っ
た
企
業
は
近
年
労
使
関
係
が
比
較
的
に
安
定
し
て
い
た

と
い
う
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。
こ
の
概
観
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
次
に
労

表-39

[出典]

使
協
議
会
の
個
別
事
例
を
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
こ
で
は
、
七

0
年
代

に
入
り
推
進
さ
れ
た
重
工
業
化
を
担
う
造
船
及
び
鉄
鋼
部
門
の
国
策
的
企

業
と
電
気
機
器
大
手
メ
ー
カ
ー
の
三
つ
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

一
九
七
四
年
九
月
に
労
働
者
の
大
暴
動
が
発
生
し
た

G
造
船
所
で
は
、

そ
の
収
拾
策
の
一
貫
と
し
て
労
使
協
議
会
が
設
置
さ
れ
て
い
る
(
筆
者
が

依
拠
す
る
韓
国
開
発
研
究
院
発
行
の
『
労
使
関
係
事
例
研
究
』
で
は

U
造

船
所
と
さ
れ
て
い
る
が
、
現
代
造
船
所
に
他
な
ら
な
い
)
。
労
組
の
結
成
は

暴
動
の
際
に
要
求
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
の

G
造
船
所
を
含
め
一
九

七

O
年
以
後
の
新
規
模
大
型
造
船
所
に
お
い
て
は
、
「
労
組
組
織
を
思
避
し

て
労
使
協
議
会
を
中
心
に
労
使
関
係
管
理
に
力
を
注
い
で
い
る
」
と
さ
れ

て
い
る
。
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G
造
船
所
に
お
け
る
労
使
協
議
制
の
組
織
構
成
は
図
|
七
の
通
り
で
あ

る
が
、
い
つ
か
ら
こ
の
よ
う
な
組
織
形
態
を
と
っ
て
い
る
の
か
は
確
認
し

え
な
い
。
そ
の
構
成
に
お
い
て
は
、
全
社
員
を
網
羅
す
る
各
部
署
別
の
小

委
員
会
が
あ
り
、
そ
の
上
に
小
委
員
会
の
委
員
長
団
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

る
本
委
員
会
が
お
か
れ
て
い
る
。
小
委
員
会
は
労
使
各
三
|
一

O
名
の
委

員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
各
部
署
の
部
長
が
委
員
長
と
な
り
、
勤
労
者
の

直
接
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
代
表
委
員
中
の
最
多
得
票
者
が
副
委
員
長

と
な
る
。
本
委
員
会
は
労
使
各
五
一
名
の
委
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
社

長
が
委
員
長
と
な
り
労
使
各
四
名
の
副
委
員
長
が
お
か
れ
て
い
る
。
勤
労



者
側
副
委
員
長
は
、
各
小
委
員
会
を
代
表
す
る
勤
労
者
側
委
員
に
よ
っ
て

選
出
さ
れ
る
。
本
委
員
会
・
小
委
員
会
の
委
員
長
職
は
使
用
者
が
占
め
る

と
こ
ろ
に
な
っ
て
お
り
、
労
使
間
の
対
等
性
は
み
ら
れ
な
一
明

|幹事労使各 1名|

朴正照維進体制と労働統制の展開(3)

図-7G造船所の労使委員会組織表
〈本委員会〉 国亘妄

(本委員会代表)

〈小委員会〉

E二亘
使用者委員 3~10名、勤労者委員 3~10名

※勤労者100名未満:労使各3名

勤労者100~300名:労使各 5 名

勤労者300名以上・労使各10名

金秀坤他編、『労使関係事伊胴究』、 441頁。

協
議
手
続
き
で
は
、
勤
労
者
側
代
表
委
員
が
部
署
別
に
勤
労
者
の
意
見

を
収
集
し
小
委
員
に
毎
月
一
回
案
件
を
上
程
し
て
、
そ
の
内
か
ら
委
員
定

足
数
の
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
(
使
用
者
側
委
員
の
合
意
が
必
要
と
な
ろ

う
)
を
も
っ
て
本
委
員
会
へ
の
上
程
案
件
を
決
定
し
て
い
る
。
各
小
委
員

会
か
ら
上
程
さ
れ
た
案
件
は
、
勤
労
者
代
表
委
員
で
構
成
さ
れ
る
各
分
科

委
員
会
(
生
産
性
、
保
健
厚
生
、
教
育
・
弘
報
、
苦
衷
処
理
の
四
分
科
委

員
会
)
に
ひ
と
ま
ず
回
付
さ
れ
、
勤
労
者
代
表
団
が
最
終
確
定
し
た
上
で

本
委
員
会
に
上
程
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
上
程
さ
れ
た
案
件
の
内
容

に
つ
い
て
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
が
、
福
利
厚
生
に
関
す
る
事
項
が
半
数
を

占
め
、
残
り
は
そ
の
他
労
働
条
件
、
生
産
性
向
上
の
た
め
の
制
度
改
善
事

項
と
な
っ
て
い
る
(
賃
金
・
賞
与
金
な
ど
は
含
ま
れ
な
い
と
み
て
よ
い
)
。

本
委
員
会
に
上
程
さ
れ
た
こ
れ
ら
案
件
だ
け
で
な
く
、
小
委
員
会
に
よ
っ

て
前
も
っ
て
源
過
さ
れ
て
し
ま
う
案
件
も
企
業
経
営
者
に
従
業
員
の
不
満

の
所
在
を
知
ら
し
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

G
造
船
所
に
労
使
協
議
会
が
設

置
さ
れ
た
こ
と
は
、
企
業
の
従
業
員
管
理
に
お
け
る
合
理
化
の
一
歩
で
あ

っ
た
と
言
え
よ
う
。

〔出典〕

η

，. 
0
0
 

第
二
の
事
例
と
し
て
、

P
綜
合
製
鉄
所
(
『
労
使
関
係
事
例
研
究
』
で
は
リ

川
町
社
と
さ
れ
て
い
る
が
、
浦
項
綜
合
製
鉄
所
に
他
な
ら
な
い
)
を
み

M

V

M

こ
こ
で
は
「
国
家
基
幹
産
業
と
し
て
関
連
産
業
波
及
効
果
が
至
大
で
あ
り
、
お

工
場
全
体
が
一
貫
工
程
に
な
っ
て
い
る
た
め
に
一
個
設
備
の
稼
動
中
止
の
枕



研究ノート

時
全
設
備
の
稼
動
が
で
き
な
く
な
る
の
で
、
労
組
の
団
体
行
動
権
行
使
(
罷

業
等
)
を
防
止
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
し
て
、
労
働
組
合
の
結
成
が
抑
え

ら
れ
て
い
る
。

P
社
に
職
員
懇
談
会
が
導
入
さ
れ
た
の
は
、
一
九
七
四
年
で
あ
り
、
八

一
年
一
月
に
は
労
使
協
議
会
法
の
制
定
を
受
け
て
別
途
に
労
使
協
議
会
が

設
置
さ
れ
て
い
る
。
職
員
懇
談
会
は
、
幹
部
社
員
と
所
属
部
署
職
員
と
の

対
話
を
通
じ
て
経
営
方
針
の
伝
達
と
隆
路
及
び
建
議
事
項
の
聴
取
を
目
的

と
し
て
、
全
社
員
を
組
織
し
て
い
る
。
開
催
は
、
部
(
室
)
単
位
の
三

O

名
規
模
で
毎
分
期
ご
と
に
一
固
な
さ
れ
る
。
建
議
事
項
は
、
次
の
よ
う
に

取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
職
員
懇
談
会
l
↓
人
力
管
理
室
・
労
務
課

の
取
り
扱
い

l
↓
該
当
部
署
の
処
理
↓
労
務
課
の
総
合
報
告
i

|

↓
経
営

陣
の
結
果
報
告
|
↓
次
期
職
員
懇
談
会
と
な
っ
て
お
り
、
建
議
事
項
は
部

(
室
)
以
上
の
労
使
対
話
を
経
る
こ
と
な
く
労
務
課
を
通
じ
て
経
営
内
部

で
一
方
的
に
処
理
さ
れ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。
職
員
懇
談
会
は
、
労

使
協
議
の
機
構
で
あ
る
よ
り
も
労
務
管
理
の
機
構
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

建
議
事
項
の
内
訳
を
み
れ
ば
、
一
九
七
九
年
か
ら
八

O
年
ま
で
の
二
七
四

件
中
、
二
一
九
件
が
福
利
厚
生
、
安
全
、
作
業
環
境
、
教
育
訓
練
等
に
関

す
る
事
項
で
あ
り
、
五
五
件
が
人
事
、
労
務
等
勤
労
条
件
に
関
す
る
事
項

で
あ
る
。
そ
の
内
措
置
扱
い
さ
れ
た
の
は
、
前
者
が
八
九
件
後
者
が
一
五

件
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

一
九
八

O
年
一
一
一
月
の
労
使
協
議
会
法
の
制
定
は
、
こ
の
職
員
懇
談
会

に
加
え
て
、
新
た
な
労
使
協
議
会
の
設
置
を
も
た
ら
し
た
。
そ
の
第
二
回

労
使
協
議
会
に
お
い
て
、
勤
労
者
代
表
か
ら
な
さ
れ
た
「
技
能
職
社
員
に

対
す
る
賞
与
金
比
率
引
き
上
げ
提
案
は
根
拠
が
明
確
で
な
く
、
少
数
の
意

見
(
勤
労
者
代
表
五
名
)
が
全
体
職
員
の
意
思
を
代
弁
す
る
の
か
に
対
し

て
疑
問
が
出
さ
れ
た
。
だ
が
、
給
与
制
度
の
主
管
部
署
に
改
善
方
案
の
検

討
を
指
示
し
、
余
他
の
懇
談
会
及
び
苦
衷
処
理
制
度
を
活
用
し
多
数
の
意

見
を
聴
取
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
L

。
労
使
協
議
会
の
新
設
は
、
労
組
の
な

い
P
綜
合
製
鉄
所
に
お
い
て
も
労
働
者
が
賃
金
・
賞
与
金
改
善
の
要
求
を

な
す
一
つ
の
契
機
に
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

第
三
の
事
例
は
、
財
閥
系
列
の
大
手
電
線
・
家
電
メ
ー
カ
ー
で
あ
り
、

三
つ
の
工
場
に
従
業
員
約
八
六

O
O名
(
一
九
八

O
年
現
在
)
が
働
い
て

い
る
。
従
業
員
の
男
女
比
は
、
全
体
と
し
て
は
男
子
が
七
割
を
占
め
る
が
、

家
電
部
門
で
は
女
子
が
六
割
占
め
て
い
る
。
労
働
組
合
は
一
九
五
四
年
に

結
成
さ
れ
て
お
り
、
幹
部
の
多
く
は
職
場
の
男
子
班
長
や
上
級
者
で
あ
る
。

賃
金
や
団
体
協
約
更
新
の
労
使
交
渉
は
本
社
に
あ
る
労
使
協
議
会
に
お
い

て
な
さ
れ
る
。
一
九
八
一
年
に
は
各
工
場
に
も
工
場
労
使
協
議
会
を
設
け

て
い
る
が
、
工
場
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
団
体
交
渉
よ
り
も
苦
情
処
理
と
福
祉
厚

生
に
関
心
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
一
九
八

O
年
ま
で
は
、
労
使
協
議
会

は
定
期
的
に
で
な
く
団
体
交
渉
の
必
要
に
応
じ
随
時
に
開
催
さ
れ
て
い
た
。
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本
社
に
設
置
さ
れ
た
労
使
協
議
会
は
一
九
七
九
年
に
五
八
回
、
八

O
年
に

八
三
回
開
催
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
主
要
議
題
は
賃
金
及
び
賞
与
金
、
食
費
、

労
働
節
行
事
支
援
金
、
社
員
合
同
結
婚
式
、
住
宅
事
業
な
ど
と
な
っ
て
い

る
。
労
組
の
あ
る
こ
の
企
業
で
は
、
本
社
の
労
使
協
議
会
に
お
い
て
賃
金
・

賞
与
金
を
協
議
事
項
と
し
て
い
る
。

朴正照維進体制と労働統制の展開(3)

本
節
は
、
七

0
年
代
半
ば
に
朴
政
権
が
取
り
組
み
始
め
た
労
使
協
議
会

を
検
討
し
た
も
の
で
あ
り
、
以
下
の
三
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
第
一
に
、

政
府
が
労
使
協
議
会
に
期
待
し
た
の
は
、
労
組
の
要
求
や
不
満
を
処
理
(
ガ

ス
抜
き
)
し
労
使
紛
争
を
防
止
す
る
こ
と
で
あ
り
、
労
組
を
生
産
性
向
上

の
協
力
者
と
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
保
衡
法
施
行
に
よ
る
労
組
規
制
、
さ

ら
に
第
一
次
石
油
危
機
後
の
不
況
が
あ
っ
て
、
七

0
年
代
半
ば
の
労
働
事

情
の
悪
化
に
直
面
し
て
、
労
働
庁
長
は
「
勤
労
者
の
不
平
不
満
を
解
消
す

る
」
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
た
。
か
く
し
て
政
府
は
企
業
レ
ヴ
ェ
ル
の

労
組
に
使
用
者
と
定
期
的
な
交
渉
を
な
し
え
る
場
を
制
度
的
に
設
け
る
こ

と
で
、
「
労
使
対
話
」
に
労
組
を
誘
導
す
る
こ
と
を
は
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
交
渉
が
実
際
ど
の
よ
う
な
も
に
な
る
の
か
は
、
労
使
協
議
会
の
制
度

よ
り
も
個
々
の
労
使
関
係
に
左
右
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
労
使
協
議
会
の
設
置
・
運
営
に
つ
い
て
は
法
令
で
規
定
さ
れ
て

い
る
が
、
実
際
の
設
置
・
運
営
と
な
る
と
そ
の
拘
束
力
が
弱
か
っ
た
こ
と

で
あ
る
。
「
団
体
協
約
又
は
、
就
業
規
則
の
範
囲
内
」
と
い
う
労
働
組
合
法

の
限
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
労
組
の
あ
る
企
業
の
労
使
協
議
会
に
お
い
て

は
事
実
上
の
団
体
交
渉
が
な
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
の
団
体
交
渉
と
は
、

保
衛
法
に
よ
る
調
整
決
定
と
い
う
制
約
の
な
か
で
許
容
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
労
組
の
交
渉
力
が
弱
め
ら
れ
た
た
め
か
、
そ
れ
と
も
労
使
協
議
会
と

い
う
制
度
の
た
め
か
(
恐
ら
く
両
方
が
あ
て
は
ま
ろ
う
)
、
労
使
協
議
会
の

協
議
事
項
に
は
配
分
と
と
も
に
生
産
性
向
上
に
関
す
る
事
項
が
多
く
を
占

め
て
い
る
。
法
的
拘
束
力
の
点
で
は
、
罰
則
が
な
く
そ
の
上
労
組
の
な
い

企
業
の
労
使
協
議
会
が
法
の
外
に
お
か
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
も
指
摘
さ
れ

よ
う
。
第
三
に
、
労
使
協
議
会
は
企
業
レ
ヴ
ェ
ル
の
労
働
統
制
に
対
し
て

経
済
開
発
推
進
に
み
あ
う
合
理
性
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

勿
論
、
労
働
組
合
に
対
す
る
制
約
が
厳
し
い
条
件
下
で
は
、
そ
の
よ
う
な

合
理
化
は
と
て
も
順
調
に
進
む
も
の
で
は
な
い
。
労
使
の
意
思
疎
通
が
必

要
な
こ
と
は
、
現
代
造
船
所
の
暴
動
に
際
し
て
政
府
当
局
者
に
よ
っ
て
痛

感
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
重
工
業
の
中
核
的
企
業
を
は
じ

め
と
す
る
大
企
業
(
大
工
場
)
に
、
労
使
協
議
会
が
導
入
さ
れ
て
き
て
い

る
。
労
組
の
な
い
企
業
に
お
け
る
労
使
協
議
会
は
、
協
議
よ
り
も
管
理
(
統

制
)
の
た
め
の
機
構
で
あ
る
と
言
え
る
噂
か
か
る
傾
向
は
労
組
の
活
動

に
厳
し
い
規
制
が
な
さ
れ
て
い
れ
ば
、
労
組
の
あ
る
企
業
で
も
程
度
の
差

は
あ
れ
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
労
使
協
議
会
の
管
理
的
側
面
が
、
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企
業
内
の
労
務
管
理
に
加
え
て
行
政
官
庁
の
統
制
を
も
含
む
も
の
で
あ
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
労
使
協
議
会
の
導
入
に
よ
っ
て
大
企
業
に
お

け
る
労
使
関
係
が
い
か
に
変
容
し
て
き
で
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
七

0

年
代
後
半
に
限
る
の
は
余
り
に
不
十
分
で
あ
り
今
後
の
八

0
年
代
も
含
め

て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

(
1
)

一
九
七
六
年
で
は
、
従
業
員
一

0
0
0人
以
上
の
事
業
体
数
の
比
率
は

0
・
五
%
に
す
ぎ
な
い
が
、
従
業
員
数
の
比
率
は
二
四
・
三
%
に
も
な
る

(
調
査
対
象
は
五
人
以
上
の
事
業
体
)
。
労
働
部
、
『
パ
叶
叫
H
d
刊し主

0
4叫
三

パ什且
Z
A，
一
九
八
ご
、
二
て
三
六
三
七
頁
。

(
2
)

申
連
浩
(
労
働
庁
労
使
調
整
担
当
官
)
、
「
非
常
事
態
下
司
団
体
交
渉
権

ロ一o
調
整
業
務
処
理
」
、
『
労
働
公
論
』
、
一
九
七
二
年
六
月
、
一
三
九
頁
。
法

制
度
上
労
使
協
議
会
は
、
団
体
交
渉
と
の
関
係
に
お
い
て
暖
昧
さ
を
残
し

な
が
ら
も
区
分
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
実
際
に
は
「
今
ま
で
政
府
や
使
用

者
側
で
は
労
働
組
合
の
団
体
交
渉
権
を
努
め
て
縮
小
さ
せ
、
む
し
ろ
労
働

組
合
が
あ
る
企
業
体
で
は
団
体
交
渉
の
決
定
事
項
ま
で
も
労
使
協
議
を
通

じ
て
協
議
し
決
定
す
る
方
向
へ
導
い
て
き
た
感
が
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て

も
い
る
。
表
茂
基
、
「
韓
国
労
働
経
済
判
構
造
変
化
」
、
六

O
四
頁
。

(
3
)
(
4
)

東
亜
日
報
社
、
『
東
亜
年
鑑
』
、
一
九
七
三
年
版
、
二
九
八
頁
。

(
5
)

を
号
オ
号
豆
豆
到
唱
斗
封
、
前
掲
書
、
二
ハ

O
頁。

(
6
)

『
東
亜
日
報
』
、
一
九
七
四
年
一
月
二
九
日
。

(
7
)

金
亨
培
、
『
改
訂
新
版
労
働
法
』
、
ソ
ウ
ル
、

一
九
八
四
年
、
五
二

O

頁。

(
8
)

本
稿
で
は
、
労
働
統
制
の
展
開
が
い
か
な
る
主
体
(
内
務
官
僚
、
労
働

官
僚
、
経
済
官
僚
な
ど
)
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
担
わ
れ
て
き
た
の
か
に

つ
い
て
、
具
体
的
な
考
察
を
試
み
て
は
い
な
い
。
従
っ
て
、
七

0
年
代
後

半
か
ら
の
労
働
統
制
に
お
け
る
変
化
(
例
え
ば
、
労
使
協
議
会
の
推
進
)

が
、
行
政
の
ど
の
部
門
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
の
か
な
ど
の
問
題
は
残
さ
れ

た
ま
ま
で
あ
る
。

(
9
)

金
致
善
、
「
韓
国
労
使
協
調
体
制
司
法
的
考
察
」
、
『
産
政
研
究
』
、
ソ
ウ

ル
、
一
九
八

O
年
八
月
、
一
四
頁
。

(
日
)
五
年
程
経
た
一
九
八

O
年
一
一
一
月
に
は
、
労
使
協
議
会
法
が
新
た
に
制

定
さ
れ
て
お
り
、
政
府
の
労
働
統
制
及
び
企
業
レ
ヴ
ェ
ル
の
労
使
関
係
に

お
い
て
労
使
協
議
会
の
比
重
は
一
層
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
同
法
に
つ
い

て
は
、
短
い
紹
介
で
は
あ
る
が
、
三
満
照
敏
、
「
韓
国
の
労
働
法
改
正
と
労

使
関
係

l
労
働
組
合
法
を
中
心
と
し
て

l
」
、
『
日
本
労
働
協
会
雑
誌
』
、
一

九
八
一
年
九
月
、
六
五

l
六
六
頁
、
参
照
。

(
日
)
緊
急
措
置
三
号
と
大
統
領
談
話
文
は
、
『
コ
リ
ア
評
論
』
、
一
九
七
四
年

三
月
、
四
三
五
五
頁
。
同
措
置
の
「
勤
労
条
件
の
改
善
」
規
定
は
、
一

九
七
四
年
一
二
月
に
労
働
関
連
法
に
編
入
さ
れ
て
い
る
。

(
ロ
)
『
東
亜
日
報
』
、
一
九
七
四
年
九
月
二
二
日
。

(
日
)
現
代
造
船
所
の
暴
動
事
件
に
関
し
て
は
、
守
号
、
川
王
「
豆
豆
、
到
弔
叫
「
刻
、

前
掲
書
、
三
八
八
|
三
九
八
頁
が
詳
し
い
。
他
に
、
『
東
亜
日
報
』
、
一
九

七
四
年
九
月
二
八
日
。

(M)

『
東
亜
日
報
』
、
一
九
七
四
年
九
月
一
一
一
二
日
。

北法38(2・92)290 



朴正照維進体制と労働統制の展開(3)

(
日
)
政
府
は
中
央
労
務
管
理
審
議
委
員
会
(
中
央
労
務
管
理
協
議
会
の
誤
ま

り
か
)
を
設
置
し
て
、
労
務
管
理
専
担
部
署
の
新
設
を
企
業
に
勧
奨
す
る

な
ど
労
務
管
理
の
改
善
に
取
り
組
ん
だ
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
労
使
協
議

会
と
と
も
に
労
使
紛
争
の
防
止
を
は
か
る
た
め
政
府
が
企
図
し
た
企
業
の

従
業
員
管
理
の
合
理
化
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。
但
し
、
こ
の
審

議
委
員
会
は
い
つ
設
置
さ
れ
た
の
か
が
明
ら
か
で
は
な
い
。
李
杢
周
囲
、
「
0
ア

司
叶
斗
労
使
協
議
制
刻
展
開
斗
経
営
文
化
上
叫
問
題
」
、
朴
世
逸
他
編
、
前

掲
『
労
使
協
議
制
研
究
』
、
九
八
頁
。
中
央
労
務
管
理
協
議
会
と
は
、
一
九

七
五
年
一
月
に
政
府
(
経
済
企
画
院
長
官
が
委
員
長
)
が
設
置
し
た
も
の

で
、
経
済
閣
僚
と
経
済
団
体
代
表
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
第
一
次

会
議
で
は
賃
金
問
題
、
解
雇
・
失
業
問
題
、
労
使
協
議
、
作
業
環
境
・
福

祉
問
題
に
つ
い
て
指
針
を
作
成
し
て
い
る
が
、
労
総
代
表
の
参
席
は
な
く

団
体
交
渉
権
に
つ
い
て
は
何
の
言
及
も
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
言
う
。
『
ソ
ウ

ル
経
済
新
聞
』
、
一
九
七
五
年
一
月
九
日
。

(
凶
)
『
ソ
ウ
ル
経
済
新
聞
へ
一
九
七
五
年
三
月
二
六
日
。

(
げ
)
韓
国
経
営
者
総
協
会
、
『
労
働
経
済
年
鑑
』
、
一
九
八
一
年
版
、
三
五
二

ー
三
五
三
頁
。

(
日
)
企
業
経
営
者
の
団
体
が
労
使
協
議
会
と
団
体
交
渉
と
の
区
分
を
厳
格
に

求
め
て
い
た
の
は
、
特
に
次
の
よ
う
な
事
態
を
予
見
し
て
い
た
か
ら
か
も

知
れ
な
い
。
「
毎
分
期
少
な
く
と
も
一
回
ず
つ
開
催
さ
れ
る
〔
一
九
八

O
年

一
一
一
月
制
定
の
労
使
協
議
会
法
に
よ
っ
て
罰
則
規
定
を
と
も
な
っ
て
義
務

化
さ
れ
た
〕
時
ご
と
、
勤
労
者
が
賃
金
、
そ
の
他
福
利
厚
生
、
作
業
環
境

改
善
等
の
要
求
条
件
を
提
示
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
使
用
者
側
は
ま
る
で

年
中
団
体
交
渉
を
し
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
よ
う
に
な
り
、
協
議

会
を
で
き
る
な
ら
ば
思
避
し
よ
う
と
い
う
傾
向
ま
で
も
み
せ
て
い
る
。
」
金

秀
坤
、
「
総
括
的
分
析
韓
国
企
業
内
労
使
関
係
判
特
性
ヘ
金
秀
坤
、
河

泰
絃
編
、
『
労
使
関
係
事
例
研
究
へ
八
二
一
|
八
二
二
頁
。

(
問
)
鄭
東
佑
、
漫
永
旭
共
編
、
前
掲
書
、
九
八
|
一

O
二
頁
。

(
初
)
一
九
八

O
年
一
一
一
月
制
定
の
労
使
協
議
会
法
に
は
、
協
議
会
の
設
置
、

合
意
事
項
の
履
行
、
会
議
の
定
期
開
催
、
協
議
会
規
約
の
提
出
の
他
に
、

第
三
者
介
入
の
禁
止
に
わ
た
っ
て
罰
則
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら

に
鉱
業
、
製
造
業
、
運
送
業
な
ど
に
お
い
て
は
、
労
組
が
な
い
事
業
場
で

も
常
時
一

O
O人
以
上
の
勤
労
者
を
使
用
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
設
置
が
義

務
化
さ
れ
て
い
る
。
労
使
協
議
会
法
及
び
同
法
施
行
令
は
、
『
法
典
』
、
一

九
八
五
年
、
二
四
五
九
l
二
四
六
一
一
良
。

(
幻
)
労
総
、
『
事
業
報
告
』
、
一
九
七
三
、
七
四
年
。
合
同
通
信
社
、
『
合
同
年

鑑
』
、
一
九
七
六
年
版
。
『
東
亜
年
鑑
』
、
一
九
七
九
年
版
、
参
照
。

(
幻
)
労
働
部
、
『
パ
訂
H

刈
L

主
04A町
三
斗
且
ヱ
ペ
一
九
八
一
』
、
二
一
頁
。

(
幻
)
宋
允
教
、
「
O
T
司
叫
斗
労
使
協
調
体
制
受
運
営
実
態
叶
関
せ
研
究
」
、
嶺

南
大
学
校
経
営
大
学
院
修
士
論
文
、
一
九
八

O
年
。
宋
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
は
一
九
八

O
年
九
月
に
な
さ
れ
て
い
る
た
め
、
労
使
協
議
会
法
制
定
直

前
に
お
け
る
労
使
協
議
会
の
実
態
を
知
る
上
で
役
立
つ
。

(M)

金
秀
坤
、
河
泰
絃
編
、
『
労
使
関
係
事
例
研
究
』
、
一
九
八
二
年
。

(
お
)
韓
国
の
製
造
業
に
お
け
る
中
小
企
業
と
は
、
資
産
総
額
が
五
億
ウ
ォ
ン

以
下
か
従
業
員
数
が
三

O
O人
以
下
の
場
合
を
さ
し
て
い
る
。
安
春
植
、

『
終
身
雇
用
制
の
日
韓
比
較
』
、
論
創
社
、
一
九
八
二
年
、
一
四

O
頁
。
宋
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允
教
も
こ
の
基
準
(
従
業
員
数
)
に
依
拠
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、

断
定
は
で
き
な
い
。

(
お
)
以
下
、
調
査
資
料
は
宋
允
教
に
依
拠
す
る
が
、
そ
の
解
釈
は
、
特
に
断

わ
ら
な
い
限
り
筆
者
の
も
の
で
あ
る
。

(
幻
)
宋
論
文
で
は
、
労
使
協
議
会
の
設
置
比
率
が
八
七
・
九
%
と
な
っ
て
い

る
が
、
明
ら
か
な
誤
ま
り
で
あ
る
の
で
訂
正
し
た
。

(
お
)
宋
に
よ
れ
ば
、
生
産
性
向
上
の
成
果
配
分
は
、
賃
金
引
上
げ
(
四

0
・

八
%
)
、
福
祉
厚
生
施
設
の
改
善
(
三
五
・
九
%
)
、
賞
与
金
に
加
算
(
一

四
二
ハ
%
)
と
な
っ
て
お
り
、
配
分
し
な
い
企
業
は
少
な
い
(
四
・
九

%
)
。
但
し
、
配
分
が
労
使
協
議
を
経
た
も
の
で
あ
る
か
は
、
宋
の
資
料
で

は
明
ら
か
で
な
い
。
宋
允
教
、
前
掲
論
文
、
二
ニ
七
頁
。

(
m
m
)

宋
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
労
組
の
有
無
は
労
使
協

議
会
に
お
け
る
協
議
事
項
の
範
囲
に
決
定
的
な
違
い
、
す
な
わ
ち
給
与
問

題
を
含
め
る
か
否
か
の
点
で
の
違
い
を
も
た
ら
す
。

(
初
)
回
答
し
た
こ
O
六
企
業
の
内
、
最
近
「
労
使
紛
糾
」
が
発
生
し
た
企
業

は
六
五
言
二
・
六
%
)
で
あ
り
、
高
い
労
組
組
織
率
の
割
に
は
「
労
使

紛
糾
」
が
少
な
い
と
言
え
る
。
資
料
は
、
宋
允
教
、
前
掲
論
文
、
九
七
頁
。

(紅

)

G
造
船
所
の
労
使
協
議
制
に
関
し
て
は
、
朴
燈
求
、
「
造
船
工
業
」
、
金

秀
坤
、
河
泰
鉱
編
、
前
掲
書
、
四
四
O
|
四
四
二
頁
。
資
料
解
釈
の
箇
所

は
、
特
に
断
わ
ら
な
い
限
り
筆
者
の
も
の
で
あ
る
。
以
下
の
事
例
に
つ
い

て
も
同
様
で
あ
る
。

(
明
記
)
同
右
、
四
三
九
頁
。

(
お
)
朴
垣
求
に
よ
れ
ば
、
「
大
概
の
造
船
所
の
使
用
者
側
は
労
使
協
議
会
を
労

使
対
等
な
位
置
で
の
協
力
関
係
と
認
識
せ
ず
、
会
社
側
の
告
知
事
項
を
伝

達
す
る
こ
と
で
終
わ
る
一
方
的
な
関
係
と
考
え
て
い
る
印
象
を
受
け
る
の

で
あ
り
、
協
議
案
件
も
事
実
上
生
産
、
教
育
訓
練
、
不
満
処
理
、
労
使
紛

糾
予
防
等
の
生
産
性
向
上
の
た
め
の
事
項
に
局
限
さ
れ
、
使
用
者
側
に
の

み
有
利
に
運
営
さ
れ
て
い
る
実
情
で
あ
る
。
」
同
右
、
四
四
二
頁
、
保
衛
法

に
よ
る
労
組
規
制
が
あ
り
、
そ
の
上
G
造
船
所
の
よ
う
に
労
組
が
な
け
れ

ば
、
労
使
協
議
会
の
運
営
が
労
使
対
等
の
原
則
の
も
と
で
な
さ
れ
る
と
は

お
よ
そ
考
え
難
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
労
使
協
議
会
の
導
入
は
、
労

働
運
動
が
い
ま
だ
「
解
禁
」
さ
れ
て
い
な
い
状
況
に
あ
っ
て
は
政
府
の
労

働
統
制
の
意
味
あ
る
変
化
と
し
て
、
企
業
経
営
者
だ
け
で
な
く
労
働
者
l

特
に
未
組
織
大
企
業
の
場
合
ー
に
も
受
け
と
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

注
(
お
)
参
照
の
こ
と
。

(
M
)
P
綜
合
製
鉄
所
の
労
使
協
議
制
に
関
し
て
は
、
具
成
烈
、
「
鉄
鋼
産

業
」
、
金
秀
坤
他
編
、
前
掲
書
、
六
九
一
|
六
九
四
頁
。

(
お
)
同
右
、
六
九
二
頁
。

(
お
)
金
字
峰
、
「
電
子
工
業
(I)
」
、
金
秀
坤
他
編
、
前
掲
書
、
四
九
O
l
五

O
八
頁
。

(
幻
)
(
ロ
)
と
同
じ
。

(
お
)
先
の
P
綜
合
製
鉄
所
に
お
い
て
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
労
組
の
な
い
企
業

で
は
従
業
員
が
労
使
協
議
会
を
労
組
の
代
用
と
し
て
活
用
す
る
方
向
に
進

む
こ
と
も
あ
る
。
労
使
協
議
会
法
制
定
以
後
に
お
け
る
労
使
協
議
会
運
営

上
の
問
題
点
と
し
て
、
労
働
部
は
使
用
者
側
の
横
暴
や
怠
慢
な
ど
と
と
も

に
、
次
の
点
を
あ
げ
て
い
る
。
「
労
働
組
合
が
組
織
さ
れ
て
い
な
い
企
業
ま

北法38(2・94)292 



た
は
事
業
場
の
場
合
、
労
使
協
議
会
に
対
す
る
労
働
者
側
の
期
待
が
あ
ま

り
大
き
い
せ
い
で
、
協
議
会
の
労
働
側
委
員
は
そ
の
責
任
感
か
ら
、
度
を

越
え
た
労
働
条
件
改
善
を
要
求
、
そ
れ
を
貫
徹
し
よ
う
と
し
、
労
使
の
対

立
が
激
化
し
て
い
る
。
」
労
働
部
の
報
告
に
つ
い
て
は
、
「
韓
国
経
済
新

聞
」
、
一
九
八
一
年
四
月
一
一
目
、
『
海
外
労
働
時
報
』
、
第
四
八
号
、
一
六

|
一
七
頁
。

朴正照維進体制と労働統制の展開(3)
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